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奨学団体名

（奨学金名称）

2026

募集人数

募集学年

募集学部・研究科

研究分野等

財団締切時期

給付 月額 貸与 月額

授業料相当額支給

（採用時）一時金

併給
年齢制

限

就労制限
出身地

制限

その他応募条件

修士（博士前期）課程1年生

理工系大学院において、金属分野・素材分野・無機化学分野のいずれかを専攻する者

奨学生募集要項（2026年度）

 

大阪チタニウムテクノロジーズ

全国で5名程度（給付型・貸与型合わせて）

直接応募（C区分）

2026年4月26日（日）

無

30,000円または50,000円

※選考結果によって決定
80,000円

無

・〈給付型〉日本学生支援機構の奨学金のみ併用可

・〈貸与型〉他の奨学金との併用可

・選考に際し、家庭の経済状況は問わない

・入社による全額免除制度あり（貸与型のみ）

・様式はHP参照

一部可

無

無

日本国籍を有する者



2026 年度 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 大学院生奨学金 

募集要項 
 

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ（以下「当社」という）は、金属、素材、無機化学分野での研究を志し、学問、

産業、社会の進歩、向上に寄与することを目指す人材への支援を目的とし、給付型および貸与型奨学金の奨学生を

募集いたします。また、奨学生の研究推進やキャリア形成に役立つ機会を提供します。 

 

1. 募集対象者 

（1）2026 年度より、修士課程(博士前期課程) 第 1 学年で学ぶ方 

（2）工学、理学等のうち金属分野・素材分野・無機化学分野における学習と研究に携わる方 

（3）日本国籍を有する方 

（4）将来、金属、素材、無機化学分野で活躍していく意欲があり、その達成に向け強い熱意と志を 

持っている方 

 

2. 募集人数 

5 名程度（給付型・貸与型合わせて） 

 

3. 奨学金支給期間 

修士課程(博士前期課程)に入学した月から 2 年が経過する月もしくは卒業月のいずれか早い方 

 

4. 給付型奨学金(返済不要)給付内容 

（1）給付額：5 万円/月または 3 万円/月 

※給付額は選考結果によって決定します。 

（2）給付方法：年 4 回(7 月、9 月、12 月、2 月)、 

各回 3 か月分を銀行振り込みにより支給します。 

（3）他の奨学金との併用：原則、日本学生支援機構の奨学金(種類は問いません)のみ併用を認めます。 

 

5. 貸与型奨学金(返済必要)貸与内容 

（1）貸与額：8 万円/月(無利息) 

（2）貸与方法：年 4 回(7 月、9 月、12 月、2 月)、 

各回 3 か月分を銀行振込により支給します。 

（3）他の奨学金との併用：併用可 

（4）卒業後の返還について 

①返済期間：卒業後 7 か月後を 1 か月目として 10 年以内 

②返済の免除：当社入社後、5 年以上(休職期間は除く)在籍したものは全額返済を免除します。 

  



6. 応募方法 

（1）応募書類(Excel もしくは PDF 形式で提出して下さい。) 

①奨学生申込書（別紙様式、写真付） 

※様式は下記リンクより取得して下さい。 

https://x.gd/bvTlV 

※以下の書類は書類選考通過後にご提出いただきます。 

②在学を証明するもの(在学証明書や学生証の両面コピー等) 

③成績証明書（直近のもの） 

（2）応募期間：2026 年 3 月 1 日 (日) ～2026 年 4 月 26 日 (日) 

（3）応募書類の送付先：下記メールアドレス宛にメール添付にてご送付下さい。 

※zip 形式での送付はご遠慮ください。 

scholarship@osaka-ti.co.jp 

 

7. 選考手続き 

選考方法 日程 場所 

適性検査 4~5 月中に実施 オンライン 

書類選考 5 月中に実施 オンライン 

面接 6/1~6/10(予定) 当社尼崎本社内 

※選考日時・場所等の詳細については、応募者宛に別途連絡します。 

※面接会場までの往復交通費を支給します。（国内移動分のみ） 

 

8. 決定時期 

6 月下旬(予定) 

 

9. 奨学生の義務 

（1）奨学生は採用決定後、速やかに所定の誓約書を当社に提出して下さい。 

（2）奨学期間中は、在籍学校で所定の学業、研究に精励して下さい。 

（3）奨学期間中、中間期および年度末に成績証明書を提出して下さい。 

（4）当社が主催する交流会（年 2 回程度）に参加し、学校生活での学びや 

研究内容について報告して下さい。 

※交通費は当社より支給。 

（5）学籍、修学状況の変化が生じた際は、速やかに当社へ報告して下さい。 

 

10. 奨学金の一時停止 

以下の場合は、奨学金の給付を一時停止することがあります。 

（1）休学したとき 

（2）9. 奨学生の義務(2)、(3)、(4)を適切に果たさず、当社からの要請にも誠実な対応を取らない場合 

  

https://x.gd/bvTlV
mailto:scholarship@osaka-ti.co.jp


11. 奨学生の資格喪失 

以下の場合は、当社の奨学生としての資格を失うこととなります。 

（1） 停学となったとき 

（2） 学籍を失ったとき（ただし、転学・編入学を除く） 

（3） 進学予定者が進学できなかったとき 

（4） 奨学生より辞退の申し出があったとき 

（5） 併用を認めていない他の奨学金を受給した事実が判明したとき 

（6） (5)の他、虚偽の申請、その他不正な手段によって奨学生に採用されたことが判明したとき 

（7） 奨学金の給付一時停止後、当社が奨学生に提示する停止解除の要件を適切に満たさなかったとき 

（8） 学業成績又は品行が著しく不良であるとき 

（9） 反社会的勢力と何らかの関わりを有していることが判明したとき 

（10）上記のほか、奨学生として適当でない事実があったとき 

 

12. 個人情報の取り扱い 

応募の際に提出していただく個人情報は、募集、選考、および当社が奨学金事業を継続、 

遂行するために必要となる業務の範囲外では使用しません。 

 

13. その他 

当社の奨学金は、学校卒業後の進路等について制約を課すものではありません。 

 

以上 

 

お問い合わせ先 

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 

総務人事部 人事グループ 奨学金事務局 

〒660-8533 

兵庫県尼崎市東浜町 1 番地 

Email：scholarship@osaka-ti.co.jp 
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